
アメリカのように雇用契約をほぼ即時に解除できる「雇用随意（employment at 

will）」制度 

 

1. アメリカの特徴 

• 雇用随意原則：雇用者も労働者も、理由を問わず、事前通告なしに契約を終了できる（差

別や報復など違法理由は除く）。 

• ほとんどの州で適用。 

• 解雇補償や長期の予告期間も不要な場合が多い。 

2. 似た仕組みを持つ国 

• カナダやオーストラリアも比較的解雇がしやすいですが、 

→ 法定予告期間や解雇補償の義務があり、アメリカより制限が多い。 

• シンガポールや香港なども比較的容易に解雇できるが、 

→ 予告期間や契約条件に基づいた補償が必要。 

3. 大半の国は「正当理由」制 

ヨーロッパ、日本、韓国など多くの国では、 

• 解雇には**経済的理由（業績不振）や懲戒理由（規律違反）**などの「正当理由」が必要。 

• 手続きや予告期間、補償金が厳しく定められている。 

• 不当解雇は裁判で覆され、復職命令や高額賠償になることも多い。 

まとめると 

アメリカ型の**「不要になったらすぐ解雇」**が合法かつ一般的なのは、先進国ではほぼアメリカ

だけです。 

他国は似て見えても、必ず何らかの正当理由・予告・補償がセットで義務付けられています。 

も 

解雇ルール比較 



項目 アメリカ（雇用随意） 日本 
EU 主要国（例：ドイツ・フラ

ンス） 

解雇の理由 
原則不要（違法理由を

除く） 

「客観的に合理的な理由」と

「社会通念上の相当性」が必要

（労働契約法 16 条） 

「正当理由」が必須（経済

的理由、懲戒理由など） 

予告期間 
多くの州で不要（例外あ

り） 

30 日前予告または 30 日分の

解雇予告手当 

ドイツ：4 週間〜7 か月（勤

続年数による） 

フランス：1〜3 か月 

解雇補償金 
原則不要（契約・労使協

定による場合あり） 

原則不要（退職金制度がある

場合は支給） 

多くの国で勤続年数に応

じた補償金が法律で義務

化 

労働組合・

労働局への

通知 

原則不要 
大規模解雇は公共職業安定所

に届け出 

大規模解雇は行政機関や

労組との協議が義務 

不当解雇の

救済 

州ごとの差はあるが、金

銭補償中心（復職命令

はほぼなし） 

裁判で復職命令が出る場合あ

り 

裁判や労働裁判所で復職

命令・高額賠償が認めら

れる場合あり 

特徴 

世界的に見ても極めて

柔軟、雇用の流動性が

高い 

解雇規制が強く、長期雇用前

提 

社会保障とセットで労働保

護が強い 

ポイント 

• アメリカ：企業の自由度が高く、雇用調整が容易。反面、労働者は失業リスクが高く、社会

保険や再就職支援は限定的。 

• 日本：法律上は解雇が非常に難しく、世界でもトップレベルの雇用保護。だが解雇回避の

ために「追い出し部屋」や自主退職勧奨が使われることも。 

• EU：解雇は制限されるが、解雇補償金や再就職支援、失業給付が手厚く、「守る＋再出発

させる」バランス型。 

アメリカの「雇用随意（Employment at Will）」は、 

実は連邦政府が新しく法律を作ったわけではなく、19 世紀の判例法（裁判の積み重ね）から自然

発生的に定着したルールです。 

雇用随意の歴史 

1. 19 世紀前半（産業革命期） 



o アメリカではヨーロッパと違い、封建的な「終身雇用」慣行がほぼ存在せず、農場や

小規模商店での労働は短期契約や口約束が多かった。 

o 労働市場は流動的で、労使とも「必要なくなれば契約終了」が当たり前の文化。 

2. 1877 年：ホーウェルの法則（Horace G. Wood） 

o 弁護士ホラス・G・ウッドが著書『Master and Servant』で「雇用は随意であり、理由や

期間を問わず解雇できる」という原則を説明。 

o これが多くの州裁判所で引用され、判例として広まる。 

3. 20 世紀前半 

o 州レベルでの労働法整備（最低賃金、差別禁止など）は進むが、「雇用随意」自体

は維持。 

o 例外：差別禁止法（1964 年公民権法 Title VII）、労働組合活動保護（全国労働関係

法）などで、一部の解雇は違法化。 

4. 現在 

o モンタナ州を除く全州が基本的に「雇用随意」原則を採用。 

o ただし判例で「違法理由による解雇は不可」「契約条項で制限できる」などの例外が

形成。 

日本との決定的違い 

日本は戦後、労働基準法と裁判例で「正当理由なき解雇禁止」が確立され、企業に重い説明責任

が課されました。 

一方アメリカは、歴史的に「契約の自由」が最優先され、法律で一律に解雇を制限する方向には

進まなかったのです。 

あなた: 

アメリンは、銃の合法から、バイクはヘルメット義務はなし、解雇は簡単、ヨーロッパが人が作った

国なのに、ヨーロッパとはかなり違う なぜこのような国になったのか 

ChatGPT: 

これは、アメリカの「国の成り立ち」と「価値観の優先順位」が、ヨーロッパとは根本的に違うことが

原因です。 

ざっくり言うと、アメリカは「個人の自由を最大化する国」、ヨーロッパは**「社会全体の秩序と安全

を優先する国」**として歴史を積み重ねてきました。 

1. 成り立ちの違い 



 アメリカ ヨーロッパ 

出発点 
17〜18 世紀にヨーロッパの支配・宗教弾圧から逃れ

てきた移民が作った国 

中世から王国や帝国としての統

治が連続 

国家の

目的 

「権力からの自由」を守るために国家を最小限に抑え

る 

「秩序と安定」を守るために権力

と制度を活用 

憲法の

性格 
国民が政府を縛るルール（政府不信が前提） 政府が国民を統治する枠組み 

2. 価値観の違い 

• アメリカ 

o 個人の自由・自己責任を最優先 

o 「国はなるべく口を出すな」という思想が強い 

o 武装の自由（銃）も、解雇の自由（雇用随意）も、自己責任の延長線上 

o 「自由＝自分で選び、自分で責任を取ること」 

• ヨーロッパ 

o 歴史的に戦争・疫病・貧困を乗り越えるため「連帯・福祉・安全」が重要視 

o 国家が安全・健康・労働条件を守る役割が大きい 

o 「自由＝国家が守ったうえで成り立つもの」 

3. なぜこうなったか（歴史的背景） 

1. 政府不信の出発点 

o アメリカ独立戦争（1775-1783）は「イギリス政府の課税・統制への反発」から始まっ

た。 

o だから憲法も「政府が国民を侵害できないように」設計され、銃所持や言論の自由

が絶対的に守られる。 

2. フロンティア精神と自己責任 

o 19 世紀、西部開拓時代は警察もインフラもない荒野で生きる時代。 

o 自分の身を守る（銃）、生計を立てる（解雇の自由）、移動や趣味を制限されない

（バイクのヘルメット義務なし）など、「自分で何とかする文化」が根付いた。 

3. 多民族国家の共通ルールとしての自由主義 

o 移民の出身文化や価値観がバラバラなため、「共通の最低限ルール」だけにして、

それ以外は個人に委ねた。 

o 結果として規制が少なく、多くの判断が「自己責任」に任される。 



4. ヨーロッパと逆の進化 

• ヨーロッパは長い王政・封建制の中で、逆に「強い政府が秩序を守ること」が価値観のベー

スになった。 

• アメリカは「強い政府＝自由の敵」という歴史認識から出発した。 

「銃」「ヘルメット」「解雇」の 3 つの例で、アメリカとヨーロッパの考え方の違いを図解形式でまとめ

ます。 

比較図解：アメリカ vs ヨーロッパ 

テーマ アメリカ 🇺🇸 ヨーロッパ 🇪🇺 背景の価値観 

銃の所

持 

合憲で国民の権利（修正第 2

条）。多くの州で所持・携帯が

可能。 

多くの国で原則禁止、例

外的に狩猟や競技用で許

可制。 

アメリカ：政府から身を守るた

めの権利。 

ヨーロッパ：武装は治安悪化

と暴力の源、国家が管理す

べき。 

バイクの

ヘルメッ

ト 

州によって義務なし、または

成人は任意の州が多い。 

ほぼすべての国で義務

化。 

アメリカ：リスクを取るかは本

人の自由・自己責任。 

ヨーロッパ：公共医療費や事

故負担を減らすため安全を

義務化。 

解雇のし

やすさ 

「雇用随意制」で理由なく即時

解雇が可能（モンタナ州除

く）。 

「正当理由」＋予告期間

＋補償金が必要。 

アメリカ：企業の経営自由と

雇用流動性を重視。 

ヨーロッパ：労働者保護と生

活安定を重視。 

背景の違いを一言で 

• アメリカ → 「政府は最小限、自由と自己責任が最大」 

• ヨーロッパ → 「安全・秩序・社会全体の利益を守るための規制が必要」 

これを図で表すと、アメリカは**「自由＞安全」、ヨーロッパは「安全＞自由」**という優先順位にな

っています。 

す。 
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